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第２回船橋市居住支援協議会設立準備会要点記録 
 

項番 項目 対応・補足説明 

 居住支援サービスの提供方法について  

１ ＜当面の対象者について＞ 

 もともと入れないような方を入居させると

いうのは不可能。そこまでのことを対象とし

ているのか、能力はあるが、孤独死等の不安

がある入居者に対しての問題について検討

するのか実態的には分けないと検討できな

いのではないか。（高橋（弘）委員） 

 家賃負担能力が証明できる人でなければ当

然入れないので、今回の民間賃貸住宅活用と

しては、それが条件であるのは仕方がない。

（小林委員長） 

 家賃負担能力がなければ当然入れないので、

それは別途、別の方式でやらざるを得ない。

もっと低い家賃のものを整備していくとい

う話は、また第２課題として整理して別に扱

うのはどうか。（小林委員長） 

 当面の対象は、借上公営住宅の

ようなものではなく、市場原理

の中で民間住宅に入るときに、

さまざまなサービスがついて

いることで受け入れやすい状

況をつくるのが第一の目的で

す。ご意見のとおり、もっと低

い家賃のものを整備するのは

別の課題として、まずは、家賃

負担能力のある方を対象とし

て組み立てることを考えてい

ます。 

 居住支援協議会の組織・委員構成等について  

２ ＜事務局及び相談窓口について＞ 

 かなり課題が多いので、どんな仕組みが適切

かを考えていただいた後、ご提案いただくと

いうのがよさそうに思うがどうか。（小林委

員長） 

 組織・委員の構成については特

に異議はなかった為、資料６に

示した案を基に作成します。ま

た、相談窓口の体制について

は、本日いただいた意見をもと

に案を作成します。 

 居住支援協議会のスケジュールについて  

３ ＜事例相談会について＞ 

 ２９年度について、相談窓口が始まると、最

初まだ様子がよくわからないので、事例検討

会をちょっと増やしたほうがいい。いつ始め

るかによるが、大体３カ月に１回ぐらい事例

検討をして、どういう人が来て、この人はで

きなかったとか、この人はうまくいったと

か、そういう話を３か月か４か月に１回はや

ったほうがいいと思う。（中島副委員長） 

 ご指摘のとおり事例検討会の

回数を増やす方向で考えてい

ます。なお、定期総会や事例検

討会については、総会の後に、

事例検討する場を設けたり、事

例検討会の前に必要な協議を

行うなど柔軟に対応できれば

と考えています。 
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項番 項目 対応・補足説明 

４ ＜事務局について＞ 

 １１月の会議の場で事務局をお願いされて

も審議してからでないと答えを出すことが

できないので、スケジュール的に無理ではな

いか。（高橋（弘）委員） 

 会議とは別に直接相談していただくほうが

よいと思う。（小林委員長） 

 事務局については、会議とは別

に直接相談することとしまし

た。 

５ ＜相談窓口について＞ 

 ４月にすぐに相談窓口開設でなくてもいい。

逆にちょっとそこは遅くてもいい。 

（中島副委員長） 

 設立のときは少なくとも事務

局が決まっていなければなら

ないので、それが第１優先で、

次に相談窓口、サービスをそろ

えるのはそれ以降として考え

ています。 

６ ＜グループホームについて＞ 

 民間賃貸アパートを知的障害者用や高齢者

用のグループホームに切り替えるという例

は出始めている。空家を活用してグループホ

ームというのもあるので、検討していきた

い。（小林委員長） 

 無料低額宿泊所等を居住支援協議会の対象

に含めるか、どう扱うかというのも課題。 

（小林委員長） 

 

 事業計画を作成するうえで、優

先順位を決め、検討していきま

す。 

７ ＜緊急通報装置について＞ 

 市との契約と同等の契約が交わすことがで

きれば、会議ではなく、別に言っていただき、

私たちのほうでこういうことが利用できる

ので、高齢者、あるいは障害者の人たちを率

先あるいは優先的ではないにしても、拒絶し

ないようなスタイルでやれると思うという

ことを会議で言えるようになる。 

（高橋（弘）委員） 

 緊急通報装置の設置について、

市が現在行っているサービス

の契約内容は、一般に契約する

よりも安く契約を交わすこと

ができている。業者のホームペ

ージを確認したところ、一般の

方が直接契約を行った場合に

は、月額３,０００円から４,０

００円程度で契約を行うこと

ができます。 

 


